
第18期
定時株主総会招集ご通知
開催日時
平成30年6月27日（水曜日）午前10時
� （受付開始時刻：午前9時）

開催場所
大阪市北区梅田二丁目5番25号
ザ・リッツ・カールトン大阪
4階�ザ・リッツ・カールトン・ボールルーム
※末尾の株主総会会場ご案内略図をご参照ください。

決議事項
第1号議案　剰余金の配当の件
第2号議案　取締役5名選任の件
第3号議案　監査役3名選任の件

証券コード：3252

https://s.srdb.jp/3252/

こちらからも招集ご通知の一部が
ご覧いただけます。

「ネットで招集」のご案内

「スマート行使」について
同封の議決権行使書用紙に記載された｢スマートフォン用議決権行使ウェブサイ
トログインQRコード」を読み取りいただくことにより、「議決権行使コード」お
よび「パスワード」が入力不要でアクセスできます。

※上記方法での議決権行使は 1回に限ります。
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株主の皆様には、平素から格別のご高配を賜りまして厚く御礼
を申しあげます。
ここに第18期定時株主総会の招集ご通知をお届けいたします。
さて、前事業年度より当社がスポンサー会社となり、当社100
％子会社の地主アセットマネジメント株式会社が「地主リート」
の運用を開始いたしました。２年目にあたります当事業年度も「地
主リート」の特長が機関投資家の皆様の不動産運用ニーズにマッ
チし、必要募集額を上回る運用資金を獲得でき、目標とする運用
資産1,000億円へ着実に近づいております。
日本初である底地特化型の私募REIT「地主リート」の運用資産
を増加することができた背景には、「土地を買う。土地を貸す。
貸している土地を売る。」すなわち、テナント企業様と長期の事
業用定期借地契約を締結し、建物を建てずに「地主」に徹するこ
とで、長期に安定的な収益を期待できる「安全な不動産投資商品」
を創り出す「JINUSHIビジネス」の認知が拡がってきたことが挙
げられます。
この結果、連結売上高は過去最高を更新し312億円、営業利益は36億円、経常利益は30億円、親会社株
主に帰属する当期純利益は19億円となり、予想を上回る業績を上げることができました。これもひとえに
株主の皆様をはじめ関係各位のご支援によるものと厚く御礼申しあげます。
株主の皆様におかれましては、今後も変わらぬご支援を賜りますよう心よりお願い申しあげます。

「地主プライベートリート投資法人（地主リート）」は２年目も
必要募集額を上回る運用資金を獲得できました。

平成30年6月

代表取締役社長　松岡 哲也

株主の皆様へ
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証券コード 3252
　

平成30年６月８日
　

株 主 各 位
　

大阪市中央区今橋四丁目１番１号
　

　

代表取締役社長松 岡 哲 也
　

第18期定時株主総会招集ご通知
　
拝啓 平素は格別のご高配を賜りありがたく厚くお礼申しあげます。
　さて、当社第18期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますよ
うご通知申しあげます。
　なお、当日ご出席願えない場合は、書面又はインターネット等により議決権を行使することが
できますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討いただき、「議決権の行使につい
てのご案内」（３頁～４頁）に従いまして、平成30年６月26日（火曜日）午後５時30分までに
議決権をご行使くださいますようお願い申しあげます。

敬 具
　

記
１．日 時 平成30年６月27日（水曜日）午前10時（受付開始時刻：午前９時）
２．場 所 大阪市北区梅田二丁目５番25号

ザ・リッツ・カールトン大阪
４階 ザ・リッツ・カールトン・ボールルーム
（末尾の株主総会会場ご案内略図をご参照ください。)

３．目 的 事 項
報 告 事 項 １．第18期（平成29年４月１日から平成30年３月31日まで）事業報告、連

結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の
件

２．第18期（平成29年４月１日から平成30年３月31日まで）計算書類報告
の件

決 議 事 項
第１号議案 剰余金の配当の件
第２号議案 取締役５名選任の件
第３号議案 監査役３名選任の件

以 上〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあ

げます。
なお、株主総会参考書類、事業報告、連結計算書類及び計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の

当社ウェブサイト（アドレス http://www.ncd-jp.com）に掲載させていただきます。

定時株主総会招集通知 （宝印刷）  2018年05月25日 13時13分 $FOLDER; 1ページ （Tess 1.50(64) 20161024_02）
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議決権の行使についてのご案内
　

議決権の行使には、以下の３つの方法がございます。
　
１ 当日ご出席による議決権行使
　

同封の議決権行使書用紙をご持参いただき、会場受付にご提出ください。

平成30年６月27日（水）午前10時開催
　
２ 書面郵送による議決権行使
　

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、ご返送ください。

平成30年６月26日（火）午後５時30分到着分まで
　
３ インターネット等による議決権行使
　

インターネット等により議決権を行使される場合は、次頁の「インターネット等
による議決権行使のご案内」をご確認のうえ、ご行使ください。
ご不明な点がございましたら、次頁「３．インターネットによる議決権行使に関
するお問い合わせ先について」に記載の証券代行ウェブサポート専用ダイヤルへ
お問い合わせください。

平成30年６月26日（火）午後５時30分受付分まで

スマートフォンでの議決権行使は
「スマート行使」をご利用ください

スマートフォンのカメラを起動して、同封の
議決権行使書用紙に記載された「スマートフ
ォン用議決権行使ウェブサイトログインQR
コード」を読み取りください。

「ネットで招集」なら「スマート行使」
へ簡単アクセスいただけます

「スマート行使」をスムーズにご利用いただ
けるよう、カメラボタンを設置。QRコード
を撮影いただけます。

定時株主総会招集通知 （宝印刷）  2018年05月25日 13時13分 $FOLDER; 2ページ （Tess 1.50(64) 20161024_02）
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【インターネット等による議決権行使のご案内】
　
インターネット等により議決権を行使される場合は、あらかじめ次の事項をご了承いただきま
すようお願い申しあげます。
　
１．議決権行使ウェブサイトについて

インターネットによる議決権行使は、当社の指定する以下の議決権行使ウェブサイトをご利
用いただくことによってのみ可能です。

議決権行使ウェブサイトアドレス（https://www.web54.net/）
　
２．議決権行使のお取扱いについて
（1）インターネットにより議決権を行使される場合は、同封の議決権行使書用紙に表示された

「議決権行使コード」及び「パスワード」をご利用になり、画面の案内に従って賛否をご
入力ください。

（2）議決権の行使期限は、平成30年６月26日（火曜日）当社営業時間終了の時（午後５時30
分）となっておりますので、お早目の行使をお願いいたします。

（3）書面とインターネット等により、重複して議決権を行使された場合は、インターネット等
によるものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。また、同一の方法により、重
複して議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取扱
いいたします。

（4）議決権行使ウェブサイトをご利用いただく際のプロバイダおよび通信事業者の料金（接続
料金等）は、株主様のご負担となります。

　
３．インターネットによる議決権行使に関するお問い合わせ先について
本ウェブサイトでの議決権行使に関するパソコン等の操作方法がご不明な場合は、以下にお
問い合わせください。

三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル
（電話）0120－652－031（受付時間）９：00～21：00

４．議決権電子行使プラットフォームのご利用について（機関投資家の皆様へ）
機関投資家の皆様に関しましては、本総会につき、株式会社ICJの運営する「議決権電子行
使プラットフォーム」から電磁的方法による議決権行使を行っていただくことも可能です。
　

定時株主総会招集通知 （宝印刷）  2018年05月25日 13時13分 $FOLDER; 3ページ （Tess 1.50(64) 20161024_02）
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株主総会参考書類
　
　

第１号議案 剰余金の配当の件
当社は、当事業年度の業績、今後の事業展開並びに必要な内部留保に配慮しながら、安
定した配当政策を実施することを基本方針としております。また、内部留保した資金につ
いては、今後の事業展開のための有効投資等に充当する考えであります。
　このような方針のもと、当期の期末配当金につきましては、以下のとおりといたしたい
と存じます。

　 ①配当財産の種類
金銭といたします。

　 ②配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき55円といたしたいと存じます。
なお、この場合の配当総額は982,578,245円となります。

　 ③剰余金の配当が効力を生ずる日
平成30年６月28日といたしたいと存じます。

　
第２号議案 取締役５名選任の件
取締役６名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、当社
取締役会が当社グループの企業価値の向上に資するに必要な専門知識や経験等を有する取
締役で構成されること、また戦略的かつ機動的に意思決定が行えるよう１名減員し、取締
役５名の選任をお願いいたしたいと存じます。
取締役候補者は、次のとおりであります。
　

候補者
番 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 地 位 、 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社
株 式 の 数

１

松
ま つ お か
岡　哲

て つ や
也

（昭和36年７月10日生）
昭和61年４月 兼松都市開発株式会社入社
平成12年４月 当社設立

代表取締役社長（現任）
6,302,900株

［取締役候補者とした理由］
　松岡哲也氏は、当社の創業社長であり「JINUSHIビジネス」のモデルの創設者であります。迅速で
的確なバランス感覚のある経営判断により、当社を現在の位置まで導いてまいりました。今後も当社
にとって不可欠のリーダーであると判断し指名いたしました。

定時株主総会招集通知 （宝印刷）  2018年05月25日 13時13分 $FOLDER; 4ページ （Tess 1.50(64) 20161024_02）



招
集
ご
通
知

株
主
総
会
参
考
書
類

事
業
報
告

連
結
計
算
書
類

計
算
書
類

監
査
報
告
書

6

候補者
番 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 地 位 、 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社
株 式 の 数

２

永
な が お か
岡　幸

ゆ き の り
憲

（昭和41年12月26日生）

平成元年４月 兼松都市開発株式会社入社
平成12年４月 株式会社グッテル入社
平成13年７月 当社入社
平成17年６月 当社取締役東京営業部長
平成17年10月 当社取締役東京営業本部長
平成19年７月 当社専務取締役東京支店長
平成24年１月 当社専務取締役東京営業本部長（現任）
平成28年６月 ニューリアルプロパティ株式会社取締役
平成30年４月 ニューリアルプロパティ株式会社代表取

締役社長（現任）
(重要な兼職の状況)
ニューリアルプロパティ株式会社代表取締役社長

365,600株

［取締役候補者とした理由］
　永岡幸憲氏は、東京の営業拠点を立ち上げ、現在の東京支店の基盤を作った営業手腕を評価され、
平成17年６月に取締役に就任。今後も当該営業手腕を期待できると判断し指名いたしました。

３

原
は ら だ
田　博

ひ ろ し
至

（昭和41年11月24日生）

平成２年４月 兼松株式会社入社
平成11年11月 京セラ株式会社入社
平成12年９月 日本駐車場開発株式会社入社
平成15年８月 株式会社マーケットメイカーズ取締役
平成16年12月 当社入社
平成18年11月 当社取締役
平成19年７月 当社取締役大阪営業本部長
平成25年６月 当社常務取締役大阪営業本部長
平成28年７月 当社常務取締役大阪営業本部長兼名古屋

営業本部長
平成29年１月 当社専務取締役大阪営業本部長兼名古屋

営業本部長
平成30年３月 当社専務取締役大阪・名古屋営業管掌
平成30年４月 当社専務取締役大阪営業本部・名古屋営

業本部管掌兼東京営業本部副本部長（現
任）

－株

［取締役候補者とした理由］
　原田博至氏は、関西の不動産市場を熟知、高い営業手腕を見込まれ、平成18年11月に取締役に就
任。関西地区のみならず広く不動産市場に精通していること及び人脈の広さを評価し「JINUSHIビジ
ネス」の拡大に貢献できる人物であると判断し指名いたしました。
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候補者
番 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 地 位 、 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社
株 式 の 数

４

入
い り え
江　賢

け ん じ
治

（昭和45年３月28日生）

平成２年４月 兼松都市開発株式会社入社
平成12年10月 当社入社
平成17年６月 当社取締役財経・総務部長
平成17年10月 当社取締役管理本部長
平成20年７月 当社取締役財務・経理本部長
平成29年１月 当社常務取締役財務・経理本部長
平成30年４月 当社常務取締役経営管理本部・財務本部

管掌兼財務本部長（現任）

232,100株

［取締役候補者とした理由］
　入江賢治氏は、経理の経験が豊富であり管理能力を期待され、平成17年６月に取締役に就任。内部
統制・法令遵守等、社内の内部管理を行う中核的人物であると判断し指名いたしました。

５

志
し わ
和　謙

け ん す け
祐

（昭和53年12月11日生）

新 任

社外取締役

独立役員

平成18年10月 弁護士登録
北浜法律事務所・外国法共同事業入所

平成26年１月 志和綜合法律事務所開業
所長（現任）

(重要な兼職の状況)
志和綜合法律事務所 所長

－株

［社外取締役候補者とした理由］
　志和謙祐氏は、直接企業経営に関与した経験はありませんが、弁護士としての企業法務に関する高
い専門性や豊富な知識・経験等を当社の経営に活かしていただけるものと判断し指名いたしました。

　
（注）１．各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

２．志和謙祐氏は、社外取締役候補者であり、東京証券取引所及び名古屋証券取引所が定める社外役員
の独立性基準を満たしております。なお、原案どおり選任された場合、独立役員として同取引所に
届ける予定であります。

３．志和謙祐氏につきましては、原案どおり選任された場合、当社は志和謙祐氏との間で会社法第423
条第１項の責任について、法令が定める額を限度とする責任限定契約を締結する予定であります。
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第３号議案 監査役３名選任の件
監査役３名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役３名の選

任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案に関しましては、あらかじめ監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。
　

候補者
番 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 地 位
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社
株 式 の 数

１

尾
お ざ き
﨑　一

か ず よ し
義

（昭和26年４月19日生）

社外監査役

独立役員

昭和49年４月 株式会社ダイエー入社
平成２年７月 株式会社ユアーズヨシダ入社
平成４年９月 株式会社すしボーイ入社
平成６年２月 新栄開発株式会社入社
平成９年８月 トーヨーポリマー株式会社入社
平成16年２月 株式会社日本リート入社
平成17年８月 当社常勤監査役就任（現任）

1,000株

［社外監査役候補者とした理由］
　尾﨑一義氏は、総務部門の責任者として培われた豊富な知識・経験等を監査体制の強化に活かすこ
とができる人物であると判断し指名いたしました。なお、同氏の社外監査役就任期間は本総会終結の
時をもって12年10ヶ月となります。

２

清
し み ず
水　 章

あきら

（昭和32年11月10日生）

社外監査役

独立役員

昭和56年４月 清水会計事務所入所（現任）
平成元年４月 朝日監査法人（現有限責任 あずさ監査法

人）入所
平成５年８月 公認会計士登録
平成12年８月 株式会社フェイス社外監査役（現任）
平成12年10月 税理士登録
平成18年11月 当社監査役就任（現任）
平成28年７月 東銀座監査法人 社員（現任）
(重要な兼職の状況)
東銀座監査法人 社員
株式会社フェイス 社外監査役

19,000株

［社外監査役候補者とした理由］
　清水 章氏は、上場企業の監査役の経験を活かし、また公認会計士及び税理士としての専門的な見
地から職務を適切に遂行できる人物であると判断し指名いたしました。なお、同氏の社外監査役就任
期間は本総会終結の時をもって11年７ヶ月となります。
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候補者
番 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 地 位
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社
株 式 の 数

３

谷
た に ぐ ち
口　嘉

よ し ひ ろ
広

（昭和21年７月30日生）

社外監査役

独立役員

昭和44年４月 倉敷紡績株式会社入社
平成５年３月 同社企画開発部長
平成８年４月 同社綿合繊企画部長
平成10年11月 同社繊維製品部長
平成12年６月 同社常勤監査役
平成18年９月 株式会社アラミス監査役（現任）
平成22年６月 倉敷紡績株式会社常勤監査役退任
平成25年６月 当社監査役就任（現任）
(重要な兼職の状況)
株式会社アラミス 監査役

1,000株

［社外監査役候補者とした理由］
　谷口嘉広氏は、上場企業の常勤監査役としての豊富な経験や幅広い見識を活かし、経営全般に対す
る監査と有効な助言ができる人物であると判断し指名いたしました。なお、同氏の社外監査役就任期
間は本総会終結の時をもって５年となります。

　
（注）１．各監査役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

２．尾﨑一義氏、清水 章氏及び谷口嘉広氏は、社外監査役候補者であり、東京証券取引所及び名古屋
証券取引所の定める独立役員として同取引所に届け出ており、原案どおり選任された場合、引き続
き独立役員となる予定であります。

３．清水 章氏及び谷口嘉広氏の両氏は当社との間で、会社法第423条第１項の責任について、法令が
定める額を限度とする責任限定契約を締結しており、原案どおり選任された場合、当該契約を継続
する予定であります。

以 上
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（提供書面）
　

事 業 報 告
　

(平成平成2930年年４３月月１31日から日まで)
　

　

１．企業集団の現況
　

（1）当連結会計年度の事業の状況
①事業の経過及び成果
当連結会計年度におけるわが国経済は、企業収益や雇用情勢の改善が続き個人消費は持
ち直すなど国内景気は緩やかな回復基調で推移した一方で、国際的に深刻化する貿易摩擦
への不安や米国株式市場の下落に端を発した円高の進行などが企業の景況感を悪化させる
など、先行きの不透明感は払拭されないまま推移いたしました。また、世界経済に目を向
けると景気は緩やかに回復しているものの、米国の経済政策の動向や中東ならびにアジア
地域における地政学的リスクの高まりなど、先行き不透明な状況であります。
不動産及び不動産金融業界におきましては、引き続き主要都市部を中心としてオフィス
ビルの空室率が改善し、好調なインバウンド市場を背景に商業地の需要はますます高まり
を見せるなど堅調に推移いたしました。
このような状況のもと、当社グループにおきましては、「JINUSHIビジネス」のさらな
るマーケット拡大と機関投資家の不動産運用ニーズに応えるべく、優良案件の仕入を加速
させ、平成29年１月に運用を開始いたしました日本初の底地特化型「地主プライベート
リート投資法人（以下、「地主リート」といいます。）」へ16案件を売却（売却価格
16,924,000千円）し、私募リートの運用規模の拡大に努めてまいりました。
この結果、当連結会計年度の売上高は31,260,663千円（前期比17.5％増）、営業利益
は3,684,048千円（同23.9％減）、経常利益は3,044,174千円（同41.2％減）、親会社株
主に帰属する当期純利益は1,958,092千円（同69.6％減）となりました。
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これら前連結会計年度に比べ減益となっている主な要因は次のとおりです。①営業利益
につきましては、前連結会計年度と当連結会計年度を比較し、売却案件の利益率がやや低
下したことによるものです。②経常利益につきましては、前述の要因に加えまして、関係
会社のニューリアルプロパティ株式会社（以下、「ＮＲＰ」といいます。）の海外子会社
（オーストラリア）における借入金の金利が上昇し、関係会社株式の評価損が発生したた
め、「持分法による投資利益」が減少（前連結会計年度870,794千円、当連結会計年度
30,809千円）したことによるものです。なお、資金の流出はございません。③親会社株
主に帰属する当期純利益につきましては、前述の要因に加えまして、前連結会計年度にお
いてＮＲＰを子会社化したことに起因して、負ののれん発生益（特別利益）4,577,713千
円、段階取得に係る差損（特別損失）1,787,271千円の差引き2,790,442千円の利益が
生じておりましたが、当連結会計年度において当該利益の発生がなかったことによるもの
です。
　

（事業部門別売上高）
事 業 部 門 売 上 高（千円） 構 成 比（％） 前連結会計年度増減比（％）

不 動 産 投 資 事 業 30,401,848 97.3 20.9
サ ブ リ ー ス ・ 賃 貸 借 ・
フ ァ ン ド フ ィ ー 事 業 480,861 1.5 14.4

企 画 ・ 仲 介 事 業 21,055 0.1 △89.1
そ の 他 事 業 356,897 1.1 △58.1
合 計 31,260,663 100.0 17.5

　
②設備投資の状況

重要な設備投資はありません。
　
③資金調達の状況

当社グループは、当連結会計年度におきまして、優良案件の仕入を加速するために金融
機関から借入金34,372,375千円を調達するとともに、自己資金をもって新規販売用不動
産を取得いたしました。
また金融機関からの借入金26,804,249千円を計画どおり返済いたしました。
なお、資金の機動的かつ安定的な調達に向け、金融機関２行との間でコミットメントラ
イン契約を5,000,000千円、及び金融機関５行と借入金枠設定契約18,300,000千円をそ
れぞれ締結しております。これにより大口の不動産投資案件にも対応できるため、案件仕
入れの幅を広げることが可能となりました。
この結果、当連結会計年度末における借入金総額は40,993,572千円と前期に比べ
7,780,686千円の増加となりました。
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（2）財産及び損益の状況の推移
①当社グループの財産及び損益の状況

区 分 第 15 期
（平成27年３月期）

第 16 期
（平成28年３月期）

第 17 期
（平成29年３月期）

第 18 期
（平成30年３月期）

売 上 高（千円） 16,252,341 17,378,474 26,614,078 31,260,663
経 常 利 益（千円） 2,987,232 5,626,256 5,181,191 3,044,174
親会社株主に帰属する当期純利益（千円） 1,863,804 3,605,646 6,437,323 1,958,092
１株当たり当期純利益（円） 125.91 209.09 366.84 109.61
総 資 産（千円） 24,104,169 38,690,561 56,792,641 67,254,738
純 資 産（千円） 8,510,620 11,700,670 19,878,418 20,304,021
１株当たり純資産額（円） 496.43 665.31 979.32 1,135.12
（注）１．１株当たり当期純利益は期中平均発行済株式数に基づいて算出し、１株当たり純資産額は期末発行

済株式数に基づいて算出しております。なお、発行済株式数につきましては、自己株式数を控除し
た株式数によっております。

２．第18期（当連結会計年度）の状況につきましては、「１．企業集団の現況（1）当連結会計年度の事
業の状況」に記載のとおりであります。

　
②当社の財産及び損益の状況

区 分 第 15 期
（平成27年３月期）

第 16 期
（平成28年３月期）

第 17 期
（平成29年３月期）

第 18 期
（平成30年３月期）

売 上 高（千円） 12,731,829 5,585,580 23,894,094 29,301,320
経 常 利 益（千円） 2,249,501 △427,318 3,753,035 3,257,300
当 期 純 利 益（千円） 1,428,574 △342,123 7,154,331 2,236,810
１株当たり当期純利益（円） 96.51 △19.84 407.70 125.21
総 資 産（千円） 17,182,069 34,062,164 43,865,058 54,402,547
純 資 産（千円） 7,819,007 7,148,383 13,871,991 15,107,602
１株当たり純資産額（円） 460.69 407.98 775.19 844.25
（注）１．１株当たり当期純利益は期中平均発行済株式数に基づいて算出し、１株当たり純資産額は期末発行

済株式数に基づいて算出しております。なお、発行済株式数につきましては、自己株式数を控除し
た株式数によっております。

２．△は損失を示しております。
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（3）重要な親会社及び子会社の状況
①親会社との関係
該当事項はありません。

　
②重要な子会社の状況
会 社 名 資 本 金 当社の議決権比率 主 要 な 事 業 内 容

地主アセットマネジメント株式会社 150,000千円 100％ 投資法人の資産の運用に
係る業務

ニューリアルプロパティ株式会社 5,000,000千円 100％ 不動産事業、海外ＰＦＩ
事業

クマガイ オーストラリア ファイナンス PTY.リミテッド 5,352千A$ 100％ 海外ＰＦＩ事業及びこれ
らに関連する事業

クマガイ インターナショナル リミテッド 100,000千HK$ 100％ 海外ＰＦＩ事業及びこれ
らに関連する事業

（注）当社の連結子会社は、上記の重要な子会社４社を含め、18社であります。
なお、平成29年３月31日をもって解散しました新日本商業開発株式会社は、平成29年９月４日に清算
結了しました。

　
③事業年度末日における特定完全子会社の状況
該当事項はありません。

　
（4）対処すべき課題

今後の見通しといたしましては、国内経済は雇用及び所得環境の改善が続く中で各種政策
の効果もあって、引き続き緩やかな回復基調で推移することが期待されますが、米国の金利
上昇を発端とした海外経済の不確実性や金融資本市場の変動の影響に留意する必要がありま
す。
このような経営環境のもと、当社グループの翌連結会計年度の方針といたしましては、引

き続き「JINUSHIビジネス」を中心に新規販売用不動産の仕入に注力し、「地主プライベー
トリート投資法人」のさらなる運用規模の拡大を推し進め、増収増益を目指し邁進いたしま
す。
株主の皆様におかれましては、今後も変わらぬご支援を賜りますよう心よりお願い申しあ
げます。
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（5）主要な事業内容（平成30年３月31日現在）
当社グループは、不動産投資事業、サブリース・賃貸借・ファンドフィー事業、企画・仲
介事業及びその他事業を行っており、各事業は以下のとおりであります。

事業セグメント名 事 業 内 容

不 動 産 投 資 事 業
当社グループのビジネスモデルであるJINUSHIビジネスの手法により、当社
が開発した不動産投資商品をファンドや投資家等に売却する事業を行ってお
ります。

サ ブ リ ー ス ・ 賃 貸 借 ・
フ ァ ン ド フ ィ ー 事 業

当社グループが土地所有者から土地を借り受けて土地の借り手であるテナン
トに転貸するサブリース事業、当社保有の物件をテナントに賃貸する賃貸借
事業及びファンド等からの不動産の運営管理であるプロパティマネジメント
等を受託し、また投資法人の資産運用委託報酬を得るファンドフィー事業を
行っております。

企 画 ・ 仲 介 事 業 当社グループ独自のノウハウをコンサルティングで提供する企画事業及び不
動産の売買を仲介する仲介事業を行っております。

そ の 他 事 業 当社グループでは、海外ＰＦＩ事業、娯楽事業（ゴルフ場の運営）を行って
おります。

　
（6）主要な営業所（平成30年３月31日現在）
①当 社
本 社 大阪市中央区今橋四丁目１番１号 淀屋橋三井ビルディング４階
東 京 支 店 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号 丸の内永楽ビルディング18階
名 古 屋 支 店 名古屋市中村区名駅一丁目１番１号 ＪＰタワー名古屋14階

　
②子会社
地主アセットマネジメント株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号 丸の内永楽ビルディング18階
ニューリアルプロパティ株式会社 福井県福井市中央二丁目６番８号

なお、平成30年４月１日付で登記上の本店所在地が下記のとおり移転い
たしました。
福井県福井市西方一丁目３番18号
（東京本社：東京都千代田区九段北四丁目２番22号）
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（7）従業員の状況（平成30年３月31日現在）
①当社グループの従業員数

従 業 員 数 前 期 末 比 増 減
83名 14名増

（注）従業員数の増加の要員は、JINUSHIビジネスの拡大のための人材獲得（中途採用、新卒採用）を積極的
に行ったことによるものであります。
　
②当社の従業員数

従 業 員 数 前 期 末 比 増 減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数
37名 10名増 42.1歳 4.3年

（注）従業員数には、当社から他社への出向者は含んでおりません。

（8）主要な借入先の状況（平成30年３月31日現在）
借 入 先 借 入 額
株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 6,933,183千円
株 式 会 社 東 京 ス タ ー 銀 行 2,900,000
株 式 会 社 新 生 銀 行 2,692,500
株 式 会 社 西 日 本 シ テ ィ 銀 行 2,600,000
三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 2,500,000
株 式 会 社 り そ な 銀 行 2,441,000
株 式 会 社 徳 島 銀 行 2,247,831
永 和 信 用 金 庫 1,911,873
オ リ ッ ク ス 銀 行 株 式 会 社 1,870,000
株 式 会 社 関 西 ア ー バ ン 銀 行 1,809,417

　
（9）その他企業集団の現況に関する重要な事項

該当事項はありません。
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２．会社の現況
　

（1）株式の状況（平成30年３月31日現在）
①発行可能株式総数 48,000,000株
②発行済株式の総数 17,865,200株（自己株式141株を含む）
③株 主 数 14,068名

　
④大株主（上位10位）

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率
松 岡 哲 也 　6,302,900株 35.28％
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 573,300 3.20
資産管理サービス信託銀行株式会社（証券投資信託口） 526,700 2.94
西 羅 弘 文 367,500 2.05
永 岡 幸 憲 365,600 2.04
入 江 賢 治 232,100 1.29
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口５） 211,700 1.18
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 172,100 0.96
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口９） 165,100 0.92
株 式 会 社 ニ チ レ イ 156,000 0.87
（注）持株比率は、自己株式（141株）を控除して計算しております。
　
⑤その他株式に関する重要な事項
該当事項はありません。

　
（2）新株予約権等の状況
①当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株
予約権の状況
該当事項はありません。

②当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権等の状況
該当事項はありません。

③その他新株予約権等に関する重要な事項
該当事項はありません。
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（3）会社役員の状況
①取締役及び監査役の状況（平成30年３月31日現在）

会社における地位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況
代 表 取 締 役 社 長 松 岡 哲 也

専 務 取 締 役 永 岡 幸 憲 東京営業本部長
ニューリアルプロパティ株式会社 取締役

専 務 取 締 役 原 田 博 至 大阪・名古屋営業管掌

常 務 取 締 役 入 江 賢 治 財務・経理本部長
常 務 取 締 役 西 岡 卓 志 総務・人事本部長

取 締 役 松 田 良 成
弁護士、弁護士法人漆間総合法律事務所 所長
株式会社ヘリオス 取締役兼監査委員
はるやま商事株式会社 社外取締役

常 勤 監 査 役 尾 﨑 一 義

監 査 役 清 水 章 公認会計士・税理士、東銀座監査法人 社員
株式会社フェイス 社外監査役

監 査 役 谷 口 嘉 広 株式会社アラミス 監査役
（注）１．取締役松田良成氏は、社外取締役であります。

２．監査役尾﨑一義氏、清水 章氏及び谷口嘉広氏は、いずれも社外監査役であります。
３．監査役清水 章氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度

の知見を有するものであります。
４．取締役松田良成氏並びに監査役尾﨑一義氏、清水 章氏及び谷口嘉広氏は、東京証券取引所及び名
古屋証券取引所の定めに基づき独立役員として届け出ております。

５．責任限定契約の内容の概要
当社は、取締役松田良成氏並びに監査役清水 章氏及び谷口嘉広氏との間で、会社法第427条第１
項の規定に基づき、同法第423条第１項の責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基
づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額であります。

６．平成30年４月１日付で下記のとおり担当及び重要な兼職に変更がありました。
・専務取締役永岡幸憲氏は、ニューリアルプロパティ株式会社 代表取締役社長に就任いたしまし
　た。
・専務取締役原田博至氏は、大阪営業本部・名古屋営業本部管掌兼東京営業本部副本部長の担当に
　なりました。
・常務取締役入江賢治氏は、経営管理本部・財務本部管掌兼財務本部長の担当になりました。
・常務取締役西岡卓志氏は、総務・人事管掌の担当になりました。
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②取締役及び監査役の報酬等の総額
区 分 支 給 人 員 支 給 額

取 締 役
（う ち 社 外 取 締 役）

６名
(１)

396,015千円
（7,506)

監 査 役
（う ち 社 外 監 査 役）

３
　(３)

28,314
（28,314)

合 計 ９ 424,329
（注）１．取締役の報酬限度額は、平成27年６月25日開催の定時株主総会において年額800,000千円以内

（うち社外取締役分50,000千円以内）、また取締役の報酬額には使用人分給与は含まないものと決議
いただいております。

２．監査役の報酬限度額は、平成27年６月25日開催の定時株主総会において年額50,000千円以内と決
議いただいております。

　
③社外役員に関する事項
ⅰ．重要な兼職先と当社との関係
社外役員の重要な兼職先と当社との間には特別な関係はありません。

　
ⅱ．当事業年度における主な活動状況

区 分 氏 名 主 な 活 動 状 況

社外取締役 松 田 良 成
当事業年度開催の取締役会29回のうち24回出席し、弁護士としての専門的見
地から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保する
ための助言・提言を行っております。

社外監査役 尾 﨑 一 義

当事業年度開催の取締役会29回すべてに出席し、常勤監査役として日頃より
当社営業部門及び管理部門の現場を視察し、業務実態を把握したうえで改善
を要請する立場から、議案・審議等について、必要な発言を行っております。
また、当事業年度開催の監査役会14回すべてに出席し、監査結果についての
意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。

社外監査役 清 水 章
当事業年度開催の取締役会29回のうち28回出席し、公認会計士及び税理士と
して専門的な見地から、議案・審議等について、必要な発言を行っておりま
す。また、当事業年度開催の監査役会14回すべてに出席し、監査結果につい
ての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。

社外監査役 谷 口 嘉 広

当事業年度開催の取締役会29回のうち28回出席し、大手上場企業の常勤監査
役として培った豊富な経験と見識のもと、議案・審議等について当社のコン
プライアンス体制の構築・維持について率直な発言を行っております。また、
当事業年度開催の監査役会14回すべてに出席し、監査結果についての意見交
換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。
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（4）会計監査人の状況
①会計監査人の名称

ひびき監査法人
　
②当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

区 分 支 払 額
当 事 業 年 度 に 係 る 会 計 監 査 人 と し て の 報 酬 等 の 額 25,000千円
当社及び子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 25,000千円
（注）１．監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠な

どが適切かどうかについて検討した結果、会計監査人の報酬等の額について同意しております。
２．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査

の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できないことから、当該事業年度に係
る報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

３．当社の子会社であるニューリアルプロパティ株式会社は、当社の会計監査人以外の監査法人の会計
監査を受けております。

　
③非監査業務の内容
当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第２条第１項の監査証明業務以外の業務を

委託しておりません。
　
④会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した
場合に、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いた
します。
　また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号のいずれかに該当すると認
められる場合に、監査役全員の同意に基づき監査役会が会計監査人を解任いたします。こ
の場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計
監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
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（5）会社の体制及び方針
【１】職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を
確保するための体制

　
当社グループは、内部統制システムをコーポレート・ガバナンスの基幹であり、その整

備・運用が取締役の重要な責務であると考えております。また、内部統制システムの整備・
運用が、企業の競争力を高め、企業不祥事を回避し、株主をはじめとするステークホルダー
にとって企業価値を高めるものであると考えております。

　
①当社及び子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保す
るための体制
ⅰ．当社は、職務執行が法令及び定款に適合することを確保するため、取締役会の諮問機
関としてコンプライアンス・リスク管理委員会を設置する。

ⅱ．コンプライアンス・リスク管理委員会は、コンプライアンス体制の改正に関する事
項、当社に重大な影響を与えるおそれのあるコンプライアンス上の問題を付議し、審
議結果を取締役会に報告する。

ⅲ．社内において重大な法令違反その他のコンプライアンス違反行為が行われ、また、行
われようとしている事実を発見した場合に、匿名で通報できる体制を整えることとす
る。

ⅳ．関連する法令の制定・改正、当社及び他社で重大な不祥事、事故が発生した場合等に
おいては、取締役及び使用人に対して、速やかに必要な通達又は研修を実施する。

　
②当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
ⅰ．総務・人事担当取締役は、文書管理規程に基づき、次の文書（電磁的記録を含む。）
について関連資料とともに適切に保存し、かつ管理するものとする。
・ 株主総会議事録
・ 取締役会議事録
・ 計算書類
・ 決裁申請書
・ その他経営上重要な文書

ⅱ．総務・人事担当取締役は、前記ⅰ．に掲げる文書以外の文書についても、その重要度
に応じて、文書管理規程に定めた期間保存し、かつ管理するものとする。

ⅲ．総務・人事担当取締役は、取締役及び使用人に対して、文書管理規程に基づいて文書
の保存、管理を適正に行うよう指導するものとする。
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③当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
ⅰ．各本部の担当役員は、自己の担当領域において、リスクマネジメント管理体制を構築

する権限と責任を有する。
ⅱ．社内会議等において、各構成員は自己の担当領域において予見されるリスクがある場

合は、必ず報告するものとする。
ⅲ．社内会議等において、報告された経営上重要なリスクについては、取締役会へ報告す
るものとする。

ⅳ．関連する法令の制定・改正、当社及び他社で重大な不祥事、事故が発生した場合等に
おいては、取締役及び使用人に対して、速やかに必要な通達又は研修を実施する。

ⅴ．大規模な事故、災害、不祥事等が発生した場合には、代表取締役社長を委員長とし、
必要な人員で組織する危機対策本部を設置するなどの対策を講じる。

　
④当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
ⅰ．定款、社内規程に基づく職務権限及び意思決定ルールにより、取締役の職務の執行が
適正かつ効率的に行われる体制をとる。

ⅱ．以下の経営管理システムを用いて、取締役の職務執行の効率化を図る。
ａ．取締役、使用人が共有する全社的な目標を定め、この浸透を図るとともに、この目

標に基づく３事業年度を期間とする中期経営計画を策定する。
ｂ．取締役会は、中期経営計画を具体化するため、中期経営計画に基づき毎期、各本部

ごとの業績目標と予算を設定する。
ｃ．各本部を担当する取締役は、各本部が実施すべき具体的な施策及び権限分配を含め
た効率的な業務遂行体制を決定する。

ｄ．月次の業績は、ITを積極的に活用したシステムにより、月次で迅速に管理会計とし
てデータ化し、取締役会及び各取締役に報告する。

ｅ．取締役会は、毎月この結果をレビューし、担当取締役に目標未達の要因の分析、そ
の要因を排除・低減する改善策を報告させ、必要に応じて目標を修正する。

ｆ．ｅ．の議論を踏まえ、各本部を担当する取締役は、各本部が実施すべき具体的な施
策及び権限分配を含めた効率的な業務遂行体制を改善する。

　
⑤子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する事項
関係会社運営規程その他関連規程を定め、各子会社は、自社の事業の経過、財産の状況
及びその他の重要な事項について、定期的に当社への報告を行うことを義務付ける。

定時株主総会招集通知 （宝印刷）  2018年05月25日 13時13分 $FOLDER; 20ページ （Tess 1.50(64) 20161024_02）



招
集
ご
通
知

株
主
総
会
参
考
書
類

事
業
報
告

連
結
計
算
書
類

計
算
書
類

監
査
報
告
書

22

⑥その他の当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
ⅰ．代表取締役社長及び業務執行を担当する取締役は、それぞれの業務分掌に従い子会社
が適切な内部統制システムの整備を行うよう指導する。

ⅱ．重要な子会社に対しては、取締役又は監査役を派遣し、業務の適正性を確保する。
ⅲ．子会社の経営については、その自主性を尊重しつつ、事業内容の定期的な報告と重要
案件についての事前協議を行う。

　
⑦当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合において当該使用人
に関する事項
ⅰ．監査役がその職務を補助すべき使用人（以下、補助使用人、という。）を置くことを

求めた場合は、取締役会が、必要な人選を行い、監査役の同意を得るものとする。
ⅱ．監査役は、当該使用人に監査業務に必要な事項について指揮・命令することができる
ものとする。

　
⑧補助使用人の当社の取締役からの独立性及び当社の監査役の補助使用人に対する指示の実
効性の確保に関する事項
ⅰ．補助使用人は、当該職務を行うにあたっては、監査役の指揮・命令のみに服し、取締

役その他の使用人の指揮・命令は受けないものとする。
ⅱ．当該使用人に対する人事考課、異動、懲戒処分等の人事権の行使については、事前に

監査役と協議を行い、その意見を尊重してこれを行うものとする。
　
⑨当社の取締役及び使用人が当社の監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告
に関する体制
ⅰ．取締役及び使用人は、監査役に対して、法令に違反する事実、会社に著しい損害を与
えるおそれのある事実を発見したときは、当該事実に関する事項を直ちに報告しなけ
ればならない。

ⅱ．取締役及び使用人は、監査役から業務執行に関する事項の報告を求められた場合に
は、速やかに報告を行わなければならない。
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⑩子会社の取締役・監査役等及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者による当社の監
査役への報告に関する体制
当社は、当社グループの役職員に対して、当社監査役から業務執行に関する事項につい
て報告を求められた場合や、法令等の違反行為等、当社又は子会社に著しい損害を及ぼす
おそれのある事実を発見した場合には、直ちに当社の監査役会又は監査役に対して報告す
ることを徹底する。また、当社は、当社各本部長が定期的に当社監査役に対する報告会を
実施し、当社グループにおける内部監査、コンプライアンス・リスク管理等の状況を報告
する体制を整備する。さらに、当社は、当社グループの内部通報制度の担当部署が、当社
グループの役職員からの内部通報の状況について、定期的に当社監査役に対して報告する
体制を整備する。

⑪監査役等へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないこと
を確保するための体制
当社は、当社グループの監査役等へ報告を行った当社グループの役職員に対し、当該報
告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの役
職員に周知徹底する。また、内部通報規程においては、内部通報をしたことを理由とし
て、内部通報者に対して、解雇その他いかなる不利益な取扱いも行ってはならない旨明記
する。

⑫その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
ⅰ．代表取締役社長は、監査役からの要請に応じて監査役会と定期的に会合をもち、会社

が対処すべき課題、監査役監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等について、意
見交換し、監査が実効的に行われるよう努めるものとする。

ⅱ．取締役は、監査役が取締役会、その他重要な会議に出席し、意見を述べた場合には、
これを真摯に聞き監査役の監査が実効的に行われるよう努めるものとする。

ⅲ．取締役又は使用人は、月次の業績及び財務の状況等に関して、定期的に監査役に報告
し、議事録、決裁申請書その他業務の執行に関する重要な文書等については、常勤監
査役への回付及び閲覧を要するものとし、監査役からの要請があるときは、十分説明
するものとする。

ⅳ．内部監査人は、監査役及び会計監査人と常に密接な連携を取りながら監査役の監査が
実効的に行われるよう努めるものとする。

ⅴ．監査役は、定期的に会計監査人から会計監査の方法及び結果について報告を受け、意
見を交換するものとする。
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ⅵ．監査役は、内部監査人から内部監査の報告を受けるほか、適宜、会合をもち情報の交
換を行うなど緊密な連携を図るものとする。

ⅶ．監査役は、監査を行うため必要と認められる場合は、当社の費用において弁護士、公
認会計士、専門機関等の外部の専門家に調査を委託し、又は意見を求めることができ
るものとする。

⑬財務報告の信頼性を確保するための体制
財務報告の信頼性を確保するとともに、金融商品取引法に規定する有効かつ適切な内部
統制報告書の提出のため、代表取締役社長の指示の下、財務報告に係る内部統制を整備し
運用する体制を構築する。また、取締役会は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用に
対して監督責任を有し、その整備及び運用状況を監視する。

　
⑭監査役の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続その他の当該職務の執行
について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査役がその職務の執行につき、費用の前払い等を請求した場合は、請求に係る費用又
は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、これを拒むこ
とはできない。

⑮反社会的勢力を排除するための体制
ⅰ．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
市民社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力とは一切の関係を遮
断して毅然とした態度で臨む。

ⅱ．反社会的勢力排除体制の整備
ａ．反社会的勢力及び団体への対処要領で反社会的勢力と対決姿勢を行動指針として示

し、その周知徹底を図る。
ｂ．総務・人事本部を統括部署として反社会的勢力による不当要求に対し断固として拒

絶の意思を示す。
ｃ．警察や暴力追放推進センターが主催する連絡会へ参加し、反社会的勢力に関する情
報の一元的な管理・蓄積を図りつつそれら専門機関との連携体制を確保する。
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【２】職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を
確保するための体制の運用状況の概要
　
当社では、上記方針に基づいて、内部統制体制の整備とその適正な運用に努めております
が、特に当事業年度において重点的に実施した内部統制上重要な取り組みは以下のとおりで
あります。

①当社及び子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保す
るための体制
ⅰ．当社は、取締役会の諮問機関としてコンプライアンス・リスク管理委員会を定期的に
開催し、審議結果を取締役会に報告しております。

ⅱ．当社は、役員を含む全社員が利用する社内イントラネット上に当社の定款をはじめ、
全ての規程類を開示し、全社員が必要に応じてその内容を確認できる体制を構築して
おります。

ⅲ．当社は、法令違反やその他のコンプライアンス違反が行われ、あるいは行われようと
する事実を発見した場合に、内部通報窓口として外部の弁護士事務所を設け、さらに
当該内部通報窓口とは別個の、全社員が匿名で通報できる外部機関も設けておりま
す。

ⅳ．当社及び子会社は、関連する法令の制定・改正、当社及び他社で重大な不祥事、事故
が発生した場合等においては、社内イントラネットを通じたメール機能により、その
内容を全社員に通知し、必要と判断した場合は研修を実施するものとします。

②当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
ⅰ．当社では、文書管理規程に基づき、業務文書について関連資料とともに適正に保管

し、かつ管理しております。特に重要文書については部門ごとに指定された文書保存
用キャビネットを使用するとともに、電子キーシステムによりキャビネットを施錠
し、開錠時は専用のＩＣカードを使用しないとキャビネットが開かない仕様になって
おり、ＩＣカードも個人別に厳格に使用状況を管理しております。

ⅱ．当社は、業務文書及びその関連資料について、文書管理規程の別表として設けている
保存期間基準表に基づき、保管期間の超過したものや、保管の必要のない文書につい
ては溶解処分とするなど、情報漏えいの発生リスクを抑える体制を設けております。
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③当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、会計システムを用いて、月次でより迅速に管理会計をデータ化し、取締役会及
び各取締役に報告しております。

④子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する事項
ⅰ．当社の内部監査人が必要に応じて子会社の内部監査を実施し、その結果を当社の代表

取締役社長に報告しております。
ⅱ．子会社の事業の経過、財産の状況及びその他の重要な事項について、当社の取締役会
での報告事項とし、当社の取締役会でその内容を確認しております。

ⅲ．当社の取締役又は使用人が子会社の取締役を兼務している場合、当該子会社において
開催される、取締役会を含む重要会議に出席し、当該結果を当社取締役会及び取締役
に報告しております。

⑤反社会的勢力を排除するための体制
当事業年度におきましても、引き続き、反社会的勢力を排除するための勉強会を全社的
に（役員を含む全社員を対象に）実施し、反社会的勢力とは一切の関係を遮断する、不当
要求に対し断固として拒絶の意思を示すという基本的な考え方を徹底しております。
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連 結 貸 借 対 照 表
（平成30年３月31日現在）

（単位：千円）
　

資 産 の 部 負 債 の 部
科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
営 業 未 収 入 金
販 売 用 不 動 産
前 渡 金
前 払 費 用
繰 延 税 金 資 産
そ の 他

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物 及 び 構 築 物
工 具、 器 具 及 び 備 品
土 地
リ ー ス 資 産
無 形 固 定 資 産
商 標 権
そ の 他
投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
関 係 会 社 出 資 金
出 資 金
敷 金 及 び 保 証 金
長 期 前 払 費 用
そ の 他
貸 倒 引 当 金

56,577,268
14,521,977
193,652

41,049,532
553,732
81,123
101,854
75,396

10,677,469
187,888
104,228
13,345
3,758
66,556
12,128
853

11,274
10,477,451
2,423,951
7,088,432

4,000
505,161
282,292
76,510
457,860
△360,757

流 動 負 債 9,131,338
営 業 未 払 金 139,789
短 期 借 入 金 3,328,800
１年内返済予定の長期借入金 764,215
未 払 金 818,887
未 払 費 用 29,530
リ ー ス 債 務 13,583
未 払 法 人 税 等 1,061,170
未 払 消 費 税 等 8,111
前 受 金 1,145,000
預 り 金 585,855
前 受 収 益 95,893
１年内返還予定の預り保証金 904,206
賞 与 引 当 金 14,760
そ の 他 221,534

固 定 負 債 37,819,378
長 期 借 入 金 36,900,557
リ ー ス 債 務 55,873
繰 延 税 金 負 債 515,652
長 期 預 り 敷 金 保 証 金 179,555
退 職 給 付 に 係 る 負 債 69,247
そ の 他 98,492

負 債 合 計 46,950,716
純 資 産 の 部

株 主 資 本 20,308,759
資 本 金 2,795,626
資 本 剰 余 金 4,405,036
利 益 剰 余 金 13,108,175
自 己 株 式 △79
その他の包括利益累計額 △29,768
その他有価証券評価差額金 △19,922
為 替 換 算 調 整 勘 定 △9,845
新 株 予 約 権 25,030
純 資 産 合 計 20,304,021

資 産 合 計 67,254,738 負 債 ・ 純 資 産 合 計 67,254,738
　

（注） 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 損 益 計 算 書
　

(平成平成2930年年４３月月１31日から日まで)
　

（単位：千円）
　

科 目 金 額
売 上 高 31,260,663
売 上 原 価 24,402,427
売 上 総 利 益 6,858,235

販売費及び一般管理費 3,174,186
営 業 利 益 3,684,048

営 業 外 収 益
受 取 利 息 7,023
受 取 配 当 金 13,698
有 価 証 券 利 息 6,068
持 分 法 に よ る 投 資 利 益 30,809
償 却 債 権 取 立 益 33,650
業 務 受 託 料 110,533
そ の 他 27,350 229,133

営 業 外 費 用
支 払 利 息 541,767
資 金 調 達 費 用 178,738
為 替 差 損 127,331
そ の 他 21,170 869,008
経 常 利 益 3,044,174

特 別 損 失
減 損 損 失 70,275 70,275
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 2,973,898
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 992,416
法 人 税 等 調 整 額 △29,966 962,450
当 期 純 利 益 2,011,448
非支配株主に帰属する当期純利益 53,356
親会社株主に帰属する当期純利益 1,958,092

　

（注） 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

定時株主総会招集通知 （宝印刷）  2018年05月25日 13時13分 $FOLDER; 27ページ （Tess 1.50(64) 20161024_02）



29

連結株主資本等変動計算書
　

(平成平成2930年年４３月月１31日から日まで)
　

（単位：千円）
　

残 高 及 び 変 動 事 由
株 主 資 本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式 株主資本合計

当 期 首 残 高 2,794,183 2,772,628 12,132,529 △79 17,699,262
当 期 変 動 額
新 株 の 発 行 1,443 1,443 2,886
非支配株主との取引に係る親会社の持分変動 1,630,964 1,630,964
剰 余 金 の 配 当 △982,446 △982,446
親会社株主に帰属する当期純利益 1,958,092 1,958,092

株主資本以外の項目の当期変動額（純額）

当 期 変 動 額 合 計 1,443 1,632,408 975,646 － 2,609,497
当 期 末 残 高 2,795,626 4,405,036 13,108,175 △79 20,308,759

　

残 高 及 び 変 動 事 由
そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額

新株予約権 非支配株主持分 純資産合計その他有価証券
評価差額金

為替換算
調整勘定

その他の包括利益
累計額合計

当 期 首 残 高 △29,476 △176,446 △205,923 25,097 2,359,982 19,878,418
当 期 変 動 額
新 株 の 発 行 2,886
非支配株主との取引に係る親会社の持分変動 1,630,964
剰 余 金 の 配 当 △982,446
親会社株主に帰属する当期純利益 1,958,092

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 9,553 166,600 176,154 △66 △2,359,982 △2,183,894

当 期 変 動 額 合 計 9,553 166,600 176,154 △66 △2,359,982 425,603
当 期 末 残 高 △19,922 △9,845 △29,768 25,030 － 20,304,021
（注） 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 注 記 表
１．継続企業の前提に関する注記
該当事項はありません。

　
２．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等
（1）連結の範囲に関する事項
①連結子会社の数 18社

　

②主要な連結子会社の名称 地主アセットマネジメント株式会社
　 ニューリアルプロパティ株式会社
　 クマガイ オーストラリア ファイナンス PTY.リミテッド
　 クマガイ インターナショナル リミテッド
　 ケージー ランド ニューヨーク コーポレーション
　 クマガイ オーストラリア PTY.リミテッド
　

　 平成29年３月31日をもって解散しました新日本商業開発株式会社は、平成29年９月４日に清算結了した
　 ため、連結の範囲から除外しております。

（2）持分法の適用に関する事項
①持分法適用関連会社の数 １社
②持分法適用関連会社の名称 トンネルホールディングスPTY.リミテッド

　
（3）連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社のうち、ケージー ランド ニューヨーク コーポレーション、エヌアールピー ホールディング
コーポレーション、クマガイ オーストラリア PTY.リミテッド、クマガイ オーストラリア ファイナンス
PTY.リミテッド及びクマガイ インターナショナル リミテッドの決算日が、12月31日であります。
　ただし、１月１日から連結決算日３月31日までの期間に発生した重要な取引については連結上必要な調整
を行っております。
　上記以外の連結子会社の事業年度は、当社と同一であります。
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（4）会計方針に関する事項
①重要な資産の評価基準及び評価方法
ⅰ.有価証券
その他有価証券
　 時価のあるもの 連結会計年度の末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資

産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用して
おります。
なお、時価のあるその他有価証券のうち、「取得原価」と「債券金額」
との差額の性格が金利の調整と認められるものについては、償却原価法
により原価を算定しております。

　 時価のないもの 移動平均法による原価法を採用しております。
　
ⅱ.たな卸資産
販売用不動産 個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下

げの方法により算定）を採用しております。
　

②重要な減価償却資産の減価償却の方法
ⅰ.有形固定資産
（リース資産を除く） 定率法（ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物(建物附属設備

を除く)並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築
物については定額法）を採用しております。
なお、耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物 ８～18年
工具、器具及び備品 ５～20年

ⅱ. 無形固定資産 定額法を採用しております。
（リース資産を除く） なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間

（５年）に基づく定額法を採用しております。
ⅲ.リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しており
ます。

ⅳ.長期前払費用 均等償却を採用しております。
なお、借地権については、賃借期間で均等償却を行っております。

　

③重要な引当金の計上基準
　貸倒引当金
営業未収入金及びその他金銭債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸

倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
　賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
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④退職給付に係る会計処理の方法
一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要
支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

　

⑤重要なヘッジ会計の方法
　ⅰ.ヘッジ会計の方法
　繰延ヘッジ処理を採用しております。特例処理の要件を満たす借入金に係る金利スワップについては、特
例処理を採用しており、振当処理の要件を満たす借入金に係る通貨スワップについては、振当処理を採用し
ております。
　ⅱ.ヘッジ手段とヘッジ対象
　 a.ヘッジ手段・・・金利スワップ、通貨スワップ
　 b.ヘッジ対象・・・借入金、借入金利息
　ⅲ.ヘッジ方針
　金利スワップ取引、通貨スワップ取引はいずれも為替変動リスクを回避する目的で行っており、投機的取
引は行わない方針としております。
　ⅳ.ヘッジ有効性評価の方法
　金利スワップ取引、通貨スワップ取引についてはヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、
ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計を比較し、両者の変動額を基礎にして判断しております。

　
（5）その他連結計算書類作成のための基本となる重要な事項

ⅰ.消費税等の会計処理
税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は当連結会計年度の費用としております。
ただし、たな卸資産以外の資産に係る控除対象外消費税等は、長期前払消費税等として投資その他
の資産の「その他」に計上し、５年間で均等償却しております。

ⅱ.繰延資産の処理方法
株式交付費
支出時に全額費用処理をしております。
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３．連結貸借対照表に関する注記
（1）担保資産及び担保付債務
①担保に供している資産は次のとおりであります。
販売用不動産 36,955,736千円
現金及び預金 361,900千円
②担保付債務は次のとおりであります。
短期借入金 2,900,000千円
１年内返済予定の長期借入金 635,355千円
長期借入金 36,863,437千円

　

（2）有形固定資産の減価償却累計額 104,612千円
　

（3）コミットメントライン等
当社グループは、資金調達の機動的かつ安定的な調達を行うため、金融機関２行と相対型コミットメント
ラインの契約及び金融機関５行と借入枠設定契約を締結しております。
当連結会計年度末における貸出コミットメント及び貸出枠に係る借入未実行残高は次のとおりでありま
す。
①コミットメントライン契約
貸出コミットメントの総額 5,000,000千円
借入実行残高 2,900,000千円
差引額 2,100,000千円

　

②借入枠設定契約
貸出枠の総額 18,300,000千円
借入実行残高 737,800千円
差引額 17,562,200千円
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４．連結株主資本等変動計算書に関する注記
（1）発行済株式の総数に関する事項

株式の種類 当連結会計年度末の株式数
普通株式 17,865,200株

　
（2）剰余金の配当に関する事項
①配当金支払額
平成29年６月28日開催の第17期定時株主総会決議による配当に関する事項
　普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 １株当たり配当額 基準日 効力発生日
982,446千円 55円 平成29年３月31日 平成29年６月29日

　

②基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
平成30年６月27日開催の第18期定時株主総会決議による配当に関する事項
　普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 配当の原資 １株当たり配当額 基準日 効力発生日
982,578千円 利益剰余金 55円 平成30年３月31日 平成30年６月28日

　
（3）当連結会計年度末日における新株予約権に関する事項（権利行使期間の初日が到来していないものを除

く。）
平成26年8月14日取締役会決議

目的となる株式の種類 普通株式
目的となる株式の数 420,600株
新株予約権の残高 1,402個
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５．金融商品に関する注記
（1）金融商品の状況に関する事項
①金融商品に対する取組方針
当社グループは、資金運用については短期、長期ともに安全性の高い金融資産で運用し、また、資金調
達については銀行借入によることを基本方針としております。デリバティブ取引は、借入金に係る通貨ス
ワップ及び借入金に係る支払利息の変動リスクに対するヘッジ目的とした金利スワップ取引であり、投機
的な取引は行わない方針であります。

　

②金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である営業未収入金は、顧客の信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）に晒されて
います。当該リスクに関しては、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、主な取引先の信用状
況を随時把握する体制としております。また、外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されており
ます。
賃借物件等において預託している敷金及び保証金は、取引先企業等の信用リスクに晒されていますが、
各営業本部が主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、財務状況等の悪化による回収懸念の早期把
握や軽減を図っております。
営業債務や借入金は流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）に晒されていますが、
各部署からの報告に基づき担当部署が月次で資金繰計画を作成することにより流動性リスクを管理してお
ります。なお、外貨建ての営業債務は、為替の変動リスクに晒されております。
投資有価証券は、主として業務上の関係を有する企業の株式であり、発行体の信用リスクに晒されてい
ますが、定期的に発行企業の財務状況等を把握しております。

　

③金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額
が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件を採用
することにより、当該価額が変動することがあります。
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（2）金融商品の時価等に関する事項
平成30年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであ
ります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません（（注）
２．参照）。

連結貸借対照表計上額 時 価 差 額
①現金及び預金 14,521,977千円 14,521,977千円 －千円
②営業未収入金 193,652 193,652 －
③投資有価証券
　その他有価証券 609,543 609,543 －
　 資産計 15,325,173 15,325,173 －
①営業未払金 139,789 139,789 －
②短期借入金 3,328,800 3,328,800 －
③１年内返済予定の長期借入金 764,215 764,215 －
④リース債務（＊） 69,456 68,583 △873
⑤未払法人税等 1,061,170 1,061,170 －
⑥長期借入金 30,954,005 30,953,010 △994
　 負債計 36,317,436 36,315,568 △1,867
①デリバティブ取引 3,752 3,752 －
　 デリバティブ取引計 3,752 3,752 －
　（＊）リース債務は、リース債務（流動）とリース債務（固定）の合計金額であります。

　

（注）１．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブに関する事項
資 産
①現金及び預金
これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価
額によっております。
②営業未収入金
これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価
額によっております。
③投資有価証券
投資有価証券の時価については、株式は取引所の価格によっており、債券は取引金融機関から提示さ
れた価格によっております。

　

負 債
①営業未払金
これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価
額によっております。
②短期借入金
これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価
額によっております。
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③１年内返済予定の長期借入金
１年内返済予定の長期借入金のうち、固定金利によるものは、短期間で決済されるものであるため、
時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映することから、時価は帳簿価額と近似していると考
えられるため、当該帳簿価額によっております。
④リース債務
これらの時価は、元利金の合計額を、同様の新規借入又はリース取引を行った場合に想定される利率
で割り引いた現在価値により算定しております。

⑤未払法人税等
これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価
額によっております。
⑥長期借入金
長期借入金のうち、固定金利によるものは、元利金の合計額を、新規に同様の借入を行った場合に想
定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。
変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映することから、時価は帳簿価額と近似していると考
えられるため、当該帳簿価額によっております。
　
デリバティブ取引
①ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

種類 契約額等
（千円）

契約額等の
うち１年超
（千円）

時価
（千円）

評価損益
（千円）

市場取引以外
の取引

為替予約取引
売建・買建
香港ドル

655,965 655,965 3,752 3,752

合計 655,965 655,965 3,752 3,752
（注）時価の算定方法

取引先金融機関から提示された価額に基づき算定しております。
　
　 ②ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

ヘッジ会計の方
法 取引の種類 主なヘッジ

対象 契約額等
契約額等の
うち1年超
（千円）

時価
（千円）

金利スワップ
の 一 体 処 理
（振当処理・
特例処理）

金利の交換を含
む通貨スワップ

取引
長期借入金 5,290,587 5,290,587 （注）

合計 5,290,587 5,290,587 －
（注）金利通貨スワップの一体処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処

理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
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２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

連結貸借対照表計上額
①投資有価証券（＊1）
　その他有価証券 非上場株式 1,814,408千円
②関係会社株式（＊4） 7,088,432
③敷金及び保証金（＊2） 282,292
④１年内返還予定の預り保証金（＊3） 904,206
⑤長期預り敷金保証金（＊3） 179,555
⑥長期借入金（＊4） 5,946,552

　

（＊1）市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「資産 ③投資有
価証券」には含めておりません。

（＊2）賃借物件において預託している敷金及び保証金は、市場価格がなく、かつ、入居から退去ま
での実質的な預託期間を算定することは困難であることから、合理的なキャッシュ・フロー
を見積ることが極めて困難と認められるため、時価開示の対象としておりません。

（＊3）賃貸物件における賃借人から預託されている１年内返還予定の預り保証金及び長期預り敷金
保証金は、市場価格がなく、かつ、賃借人の入居から退去までの実質的な預託期間を算定す
ることは困難であることから、合理的なキャッシュ・フローを見積ることが極めて困難と認
められるため、時価開示の対象としておりません。

（＊4）市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるため、時価開示の対象としておりません。

６．１株当たり情報に関する注記
（1）１株当たり純資産額 1,135円12銭
（2）１株当たり当期純利益 109円61銭
　

７．重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。
　

８．その他の注記
該当事項はありません。
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貸 借 対 照 表
（平成30年３月31日現在）

（単位：千円）
　

資 産 の 部 負 債 の 部
科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
営 業 未 収 入 金
販 売 用 不 動 産
前 渡 金
前 払 費 用
繰 延 税 金 資 産
関 係 会 社 短 期 貸 付 金
そ の 他

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物
構 築 物
工 具、 器 具 及 び 備 品
土 地
リ ー ス 資 産
無 形 固 定 資 産
商 標 権
ソ フ ト ウ ェ ア
そ の 他
投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
出 資 金
関 係 会 社 出 資 金
関 係 会 社 長 期 貸 付 金
敷 金 及 び 保 証 金
長 期 前 払 費 用
そ の 他
貸 倒 引 当 金

51,875,723
11,800,278

98,054
37,097,525
553,732
51,627
101,053
2,104,055
69,394

2,526,824
187,888
36,162
68,066
13,345
3,758
66,556
8,723
853
7,869

0
2,330,212
298,543
300,000
505,161
232,898
650,000
232,676
73,110
38,121
△300

流 動 負 債
営 業 未 払 金
短 期 借 入 金
１年内返済予定の長期借入金
リ ー ス 債 務
未 払 金
未 払 費 用
未 払 法 人 税 等
預 り 金
前 受 金
前 受 収 益
１年内返還予定の預り保証金

固 定 負 債
長 期 借 入 金
長 期 預 り 敷 金 保 証 金
リ ー ス 債 務
そ の 他

負 債 合 計

8,003,472
107,816
3,328,800
764,215
13,583
237,776
23,889

1,014,009
533,739
1,145,000
63,787
770,855

31,291,472
30,954,005
179,555
55,873
102,038

39,294,945
純 資 産 の 部

株 主 資 本 15,120,580
資 本 金 2,795,626
資 本 剰 余 金 2,774,071
資 本 準 備 金 2,774,071
利 益 剰 余 金 9,550,961
そ の 他 利 益 剰 余 金 9,550,961
繰 越 利 益 剰 余 金 9,550,961

自 己 株 式 △79
評 価 ・ 換 算 差 額 等 △38,009
その他有価証券評価差額金 △38,009
新 株 予 約 権 25,030
純 資 産 合 計 15,107,602

資 産 合 計 54,402,547 負 債 ・ 純 資 産 合 計 54,402,547
　

（注） 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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損 益 計 算 書
　

(平成平成2930年年４３月月１31日から日まで)
　

（単位：千円）
　
　

科 目 金 額
売 上 高 29,301,320
売 上 原 価 23,647,009
売 上 総 利 益 5,654,310

販売費及び一般管理費 2,101,366
営 業 利 益 3,552,944

営 業 外 収 益
受 取 利 息 44,794
受 取 配 当 金 67,802
有 価 証 券 利 息 6,068
投 資 事 業 組 合 運 用 益 9,180
受 取 手 数 料 1,200
そ の 他 246 129,292

営 業 外 費 用
支 払 利 息 273,096
資 金 調 達 費 用 151,415
そ の 他 424 424,936
経 常 利 益 3,257,300

特 別 損 失
減 損 損 失 70,275 70,275
税 引 前 当 期 純 利 益 3,187,024
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 970,234
法 人 税 等 調 整 額 △20,021 950,213
当 期 純 利 益 2,236,810

　

（注） 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書
　

(平成平成2930年年４３月月１31日から日まで)
　

（単位：千円）
　

残高及び変動事由

株 主 資 本

資 本 金
資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自己株式 株主資本合計
資本準備金 資本剰余金合計

その他利益剰余金
利益剰余金合計

繰越利益剰余金
当 期 首 残 高 2,794,183 2,772,628 2,772,628 8,296,597 8,296,597 △79 13,863,329
当 期 変 動 額
新 株 の 発 行 1,443 1,443 1,443 2,886
剰 余 金 の 配 当 △982,446 △982,446 △982,446
当 期 純 利 益 2,236,810 2,236,810 2,236,810

株主資本以外の項目の当期変動額（純額）

当 期 変 動 額 合 計 1,443 1,443 1,443 1,254,364 1,254,364 － 1,257,251
当 期 末 残 高 2,795,626 2,774,071 2,774,071 9,550,961 9,550,961 △79 15,120,580

　

残高及び変動事由
評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計その他有価証
券評価差額金

評価・換算
差額等合計

当 期 首 残 高 △16,435 △16,435 25,097 13,871,991
当 期 変 動 額
新 株 の 発 行 2,886
剰 余 金 の 配 当 △982,446
当 期 純 利 益 2,236,810

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △21,574 △21,574 △66 △21,640

当 期 変 動 額 合 計 △21,574 △21,574 △66 1,235,610
当 期 末 残 高 △38,009 △38,009 25,030 15,107,602

　

（注） 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

定時株主総会招集通知 （宝印刷）  2018年05月25日 13時13分 $FOLDER; 40ページ （Tess 1.50(64) 20161024_02）



招
集
ご
通
知

株
主
総
会
参
考
書
類

事
業
報
告

連
結
計
算
書
類

計
算
書
類

監
査
報
告
書

42

個 別 注 記 表
１．継続企業の前提に関する注記
該当事項はありません。
　

２．重要な会計方針に係る事項に関する注記
（1）資産の評価基準及び評価方法
①子会社及び関連会社株式 移動平均法による原価法を採用しております。

　

②その他有価証券
時価のあるもの 事業年度の末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入

法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用しておりま
す。
なお、時価のあるその他有価証券のうち、「取得原価」と「債券金額」と
の差額の性格が金利の調整と認められるものについては、償却原価法によ
り原価を算定しております。

時価のないもの 移動平均法による原価法を採用しております。
　
③たな卸資産
販売用不動産 個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げ

の方法により算定）を採用しております。
　

（2）固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産
（リース資産を除く）

定率法（ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物(建物附属設備を
除く)並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物に
ついては定額法）を採用しております。
なお、耐用年数は以下のとおりであります。

建 物 ８～18年
構 築 物 10年
工具、器具及び備品 ５～20年

②無形固定資産
（リース資産を除く）

定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間
（５年）に基づく定額法を採用しております。

③リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しておりま
す。

④長期前払費用 均等償却を採用しております。
なお、借地権については、賃借期間で均等償却を行っております。

（3）引当金の計上基準
貸倒引当金
営業未収入金及びその他金銭債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については、貸倒実績率により、
貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
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（4）その他計算書類作成のための基本となる重要な事項
①消費税等の会計処理
税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は当事業年度の費用としております。
ただし、たな卸資産以外の資産に係る控除対象外消費税等は、長期前払消費税等として投資その他の資
産の「その他」に計上し、５年間で均等償却しております。
　

②繰延資産の処理方法
株式交付費
支出時に全額費用処理をしております。
　　

３．貸借対照表に関する注記
（1）担保資産及び担保付債務
①担保に供している資産は次のとおりであります。
販売用不動産 36,955,736千円
②担保付債務は次のとおりであります。
短期借入金 2,900,000千円
１年内返済予定の長期借入金 635,355千円
長期借入金 30,916,885千円
　

（2）有形固定資産の減価償却累計額 104,612千円
　

（3）関係会社に対する金銭債権
区分表示されたもの以外で関係会社に対する金銭債権は、次のとおりであります。
　長期金銭債権 51,646千円

　
（4）コミットメントライン等

当社は、資金調達の機動的かつ安定的な調達を行うため、金融機関２行と相対型コミットメントラインの
契約及び金融機関５行と借入枠設定契約を締結しております。
当事業年度末における貸出コミットメント及び貸出枠に係る借入未実行残高は次のとおりであります。
①コミットメントライン契約
貸出コミットメントの総額 5,000,000千円
借入実行残高 2,900,000千円
差引額 2,100,000千円

　

②借入枠設定契約
貸出枠の総額 18,300,000千円
借入実行残高 737,800千円
差引額 17,562,200千円
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４．損益計算書に関する注記
関係会社との取引高
営業取引以外の取引による取引高（収入分） 112,470千円
　

５．株主資本等変動計算書に関する注記
当事業年度の末日における自己株式の種類及び株式数
普通株式 141株
　

６．税効果会計に関する注記
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産
　借地権否認額 20,181千円
　ゴルフ会員権評価損 3,956千円
　未払事業税 55,290千円
　その他 60,115千円
　繰延税金資産小計 139,543千円
　評価性引当額 △38,489千円
繰延税金資産合計 101,053千円

　

繰延税金負債
　その他有価証券評価差額金 3,546千円
繰延税金負債合計 3,546千円
繰延税金資産の純額 97,507千円
　

７．リースにより使用する固定資産に関する注記
　

オペレーティング・リース取引
　 オペレーティング・リース取引（借主側）
　 オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

１年内 2,100千円
１年超 6,825千円
合計 8,925千円

　

　 オペレーティング・リース取引（貸主側）
　 オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

１年内 24,000千円
１年超 22,700千円
合計 46,700千円
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８．関連当事者との取引に関する注記
　 子会社及び関連会社

種 類 会社等の名称
又は氏名

議決権等
の所有(被
所有)割合
（％）

関連当事者
と の 関 係 取引の内容 取引金額

（千円） 科 目 期末残高
（千円）

子会社
ニューリアルプ
ロパティ株式会
社

（所有）
間接
100.0

資金の貸付

役員の兼任

資金の貸付
（注） 258,000

－ －資金の回収
（注） 1,038,000

利息の受取（注） 7,286 － －

子会社
合同会社市ヶ谷
インベストメン
ト

（所有）
直接
100.0

資金の貸付

役員の兼任

資金の貸付（注） 650,000

関係会社
短期貸付金
（注）

1,928,942

関係会社
長期貸付金
（注）

650,000

利息の受取（注） 17,454 その他
（未収収益） 21,409

（注）取引条件及び取引条件の決定方針等
　貸付については、市場金利等を勘案して決定しております。なお、担保は受け入れておりません。

９．１株当たり情報に関する注記
（1）１株当たり純資産額 844円25銭
（2）１株当たり当期純利益 125円21銭

10．重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。

11．連結配当規制適用会社に関する注記
該当事項はありません。

12．その他の注記
該当事項はありません。
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告
　

独立監査人の監査報告書

平成30年５月17日
日本商業開発株式会社
　 取 締 役 会 御中

ひびき監査法人
代 表 社 員
業務執行社員 公認会計士 池 尻 省 三㊞
代 表 社 員
業務執行社員 公認会計士 林 直 也㊞

　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、日本商業開発株式会社の平成29年４月１日から
平成30年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連
結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
連結計算書類に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類に対する意見
を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して
監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的
な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監
査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に
基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算
書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及び
その適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討す
ることが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、日本商業開発株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び
損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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会計監査人の監査報告
　

独立監査人の監査報告書

平成30年５月17日
日本商業開発株式会社
　 取 締 役 会 御中

ひびき監査法人
代 表 社 員
業務執行社員 公認会計士 池 尻 省 三㊞
代 表 社 員
業務執行社員 公認会計士 林 直 也㊞

当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、日本商業開発株式会社の平成29年４月１
日から平成30年３月31日までの第18期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資
本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。
計算書類等に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類及びそ
の附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計
算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
することが含まれる。
監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその附属明細
書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の
基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施すること
を求めている。
　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が
実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重
要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意
見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手
続を立案するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。ま
た、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業
会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要
な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　 以 上
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監査役会の監査報告
　

　
監 査 報 告 書

　
　当監査役会は、平成29年４月１日から平成30年３月31日までの第18期事業年度の取締役の職務の執行
に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告
いたします。
　
１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
（1）監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告

を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて
説明を求めました。

（2）各監査役は、監査役会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使
用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を
実施しました。
①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を
受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務
及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意
思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けるとともに、内部監査部
門から子会社を含む監査の結果について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体
制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとし
て会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び
当該決議に基づき整備されている体制(内部統制システム)について、取締役及び使用人等からその
構築及び運用の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
　なお、財務報告に係る内部統制については、取締役等及びひびき監査法人から当該内部統制の評価
及び監査の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するととも
に、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。ま
た、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第
131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(平成17年10月28日企業会計審議会)
等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類(貸借対照表、損益計
算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表)及びその附属明細書並びに連結計算書類(連結貸借対照表、連
結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表)について検討いたしました。
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２．監査の結果
（1）事業報告等の監査結果

①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認め
ます。
②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められま
せん。
③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。
また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指
摘する事項は認められません。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人 ひびき監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（3）連結計算書類の監査結果
会計監査人 ひびき監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

　
平成30年５月18日

日本商業開発株式会社 監査役会
常勤監査役(社外) 尾 﨑 一 義 ㊞
監査役(社外) 清 水 章 ㊞
監査役(社外) 谷 口 嘉 広 ㊞

　
　

以 上
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見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。

株主総会会場ご案内略図

※�駐車場のご用意はいたしておりませんので、
ご了承ください。

ガーデンアベニュー(地下通路)をご利用の方は、JR大阪駅
桜橋口方面から、地下鉄西梅田駅を過ぎてさらに西進し
ますと、通路左手にホテル案内板 6 31がありますので、
案内に沿ってお越しください。

開催場所

最寄り駅のご案内

大阪市北区梅田二丁目５番25号

ザ・リッツ・カールトン大阪
４階 ザ・リッツ・カールトン・
ボールルーム
TEL.�06－6343－7000（代表）

❖JR「大阪駅」桜橋口より徒歩約７分
「北新地駅」西改札口より徒歩約７分

❖阪神「梅田駅」西出口より徒歩約５分
❖阪急「梅田駅」中央改札口より徒歩約15分
❖地下鉄
⃝四つ橋線「西梅田駅」北改札口より
徒歩約５分
⃝御堂筋線「梅田駅」南改札口より
徒歩約10分
⃝谷町線「東梅田駅」北西改札口より
徒歩約12分
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